仕様書 

１　件名
広島市交通科学館展示資料収集研究システム賃貸借及び機器等保守業務

２　機器の設置場所
広島市交通科学館（広島市安佐南区長楽寺二丁目１２番２号）
詳細は別紙１「機器等の設置台数一覧表」のとおり

３　賃貸借を行う機器等
別紙２「機器等仕様書」のとおり

４　納入期限
令和８年２月２８日までに設置、設定及びサーバー切替を完了すること。

５　検査
職員立ち合いのうえ機器を設置し、設置終了後、発注者へ報告すること。

６　機器の設置等
（1） 別紙２「機器等仕様書」で指定したソフトウェア及びシステム等は、インストール、設定した状態で納品すること。
（2） 設置したネットワーク機器を既存のネットワーク配線に接続し、館内ネットワークを構築すること。
（3） 設置したＮＡＳに、既存のＮＡＳのデータ及び設定を移行すること。
（4） 受注者と協議のうえ発注者が別途用意するレンタルサーバーに、Ｗｅｂサイト・展示用ＰＣ用コンテンツ管理システム、広島市交通科学館Ｗｅｂサイト、公開用ハイパーブック用Ｗｅｂサイト、公開用図書ビデオ検索用Ｗｅｂサイト及び展示用ＰＣ用コンテンツを設置し、既存データベースのデータを移行すること。レンタルサーバーの仕様は、参考１のとおりとする。
（5） 搬入等現地作業は令和８年２月２４日（火）、２５日（水）に行う。
（6） 新たに設置する広島市交通科学館Ｗｅｂサイトは、ＤＮＳ切替後の旧Ｗｅｂサイトとの並行運用期間を１週間以上確保すること。

７　品質、規格等
（1） 別紙２「機器等仕様書」の条件を満たすこと。モデル機種同等品以上の機種とする場合は、サポート可能な機種とすること。
（2） システムが正常に作動する機器等を設置すること。
（3） 機器等仕様書に記載されているもの以外で、システム構築上必要な関連部品または機器等があれば、受注者において付加し、完全に作動することを確認すること。
（4） 賃貸借期間中の修理部品の供給が可能であること。
（5） 接続に係る機器設定について、明らかにすること。

８　保守、メンテナンス
（1） 賃貸借した機器等の通常運用中に発生した障害対応に係る経費は、受注者が負担するものとする。
（2） 賃貸借したすべての機器、ソフトウェア、システム等に障害が発生した場合、平日の午前９時から午後５時まで受付対応が可能な体制を用意すること。
（3） 各機器のメーカー延長保守等を採用する場合の登録作業は、受注者が行うものとする。
（4） 本業務で制作設置したＷｅｂサイト・展示用ＰＣコンテンツ管理システム、及びすべてのコンテンツの動作の維持は、本業務に含むものとする。機能追加及びコンテンツの修正追加は本業務に含まないものとする。
（5） 別紙３「定期保守点検仕様書」により、毎年６月及び１２月に定期保守点検を実施すること。日程は発注者と協議すること。必要となる経費は、受注者が負担するものとする。

９　運用に関する指導及び助言
（1） 機器、ソフトウェア及びシステムの操作運用方法について、受注者は発注者に随時指導、助言すること。
（2） 受注者は、発注者から指導、助言の求めがあった場合、これに応じること。
（3） 運用方法の変更が生じた場合、運用手順書を随時改定すること。

１０　報告書の提出
[bookmark: _GoBack]機器等の設置・設定、サーバーの設定及び切替の完了後及び毎年２回の定期保守点検実施後１０日以内に、業務完了報告書を提出すること。

１１　ライセンス契約、保証、及び著作権
（1） ライセンス契約については、借上げ期間中に必要となる費用に含めること。
（2） ライセンス契約については、発注者の代わりに必要な登録作業等を行うこと。
（3） 納入物に関する著作権（著作権法第２７条及び第２８条の権利を含む。以下同じ。）は、受注者又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権及び汎用的な利用が可能なプログラムの著作権を除き、発注者より受注者へ当該個別契約に係る契約金額が完済されたときに、受注者から発注者へ移転する。なお、かかる受注者から発注者への著作権移転の対価は、借上げ期間中に必要となる費用に含まれるものとする。
（4） 発注者は、前項により受注者に著作権が留保された著作物について、著作権法第４７条の３に従って、本件ソフトウェアを自ら電子計算機で実行するために必要な限度で複製し、著作権法第４７条の６第１項第２号に従って自ら電子計算機で実行するために必要な限度で翻案することができるものとし、受注者は、かかる利用について著作者人格権を行使しないものとする。

１２　その他
（1） 受注者は、発注者及び現契約者からシステムやデータの引継ぎと助言を受けることができる。
（2） 本業務で設置した機器を契約終了時に撤去する費用は、本契約に含むこと。
（3） 受注者は、契約期間終了後、これを引き継ぐ契約の受注者に対し、システムやデータの引継ぎと助言を行うこと。

